
   朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上

総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的と

して、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事

業者支援金（以下「高騰対策支援金」という。）を交付することに関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「中小・小規模企業者」とは、中小企業基本法（昭

和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げるもので、市内に本社又

は主たる事業所を有するものをいう。 

 （交付対象者） 

第３条 高騰対策支援金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、

原油価格又は物価の高騰の影響を受けた中小・小規模企業者その他市長が適

当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（1）令和４年１月から同年６月までの間のいずれかの月の売上総利益率又は

営業利益率と、令和３年又は令和２年の同月の売上総利益率又は営業利

益率を比較して５パーセント以上減少しているもの 

（2）令和３年６月２日以後に事業を開始した者であって、令和３年１１月か

ら令和４年６月までの間の連続する３月の売上総利益率又は営業利益率

の平均とその最後の月の売上総利益率又は営業利益率を比較して５パー

セント以上減少しているもの 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げるものは、高騰対策支援

金の交付の対象から除くものとする。 

（1）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号の暴力団又は同条第６号の暴力団員が経営し、又は経

営に関与しているもの 

（2）法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの 

（3）令和４年４月２日以後に事業を開始したもの 

（4）高騰対策支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公

共団体が直接又は間接に参画しているもの 

（5）過去に高騰対策支援金の交付を受けたもの 

（6）前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの 

（高騰対策支援金の額） 

第４条 高騰対策支援金の額は、１対象者につき５万円とする。 



 

（申請） 

第５条 高騰対策支援金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市原油・原材

料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添付して市長に提出するものとする。 

（1）市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類 

（2）直近１期分の法人税確定申告書別表１の写し（法人の場合に限る。）又

は直近１年分の確定申告書第１表の写し（個人の場合に限る。） 

（3）第３条第１項に該当することが証明できる帳簿等の書類 

（4）法人名義（法人の場合に限る。）又は個人事業主名義の通帳のうち振込

口座が分かるページの写し 

（5）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 高騰対策支援金の申請期限は、令和４年９月３０日とする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審

査し、審査結果を朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交

付・不交付決定通知書（様式第２号）により当該申請書等を提出した者に通

知するものとする。 

２ 前項の規定により高騰対策支援金の交付を決定したときは、当該決定を受

けた者に対し、速やかに高騰対策支援金を交付するものとする。 

 （高騰対策支援金の返還）  

第７条 市長は、偽りその他不正の行為により高騰対策支援金の交付を受け

た者に対して当該高騰対策支援金の返還を求めるものとする。  

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、高騰対策支援金の交付に関し必要な事

項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  



 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日  

 朝霞市長 宛 

 

           
 

申請者 企業名又は商号             

               代 表 者 氏 名             
 

原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付申請書 
 

朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金の交付を受けたいの

で、朝霞市原油・原材料高騰対策事業者支援金交付要綱第５条第１項の規定に

より、次のとおり申請します。 

※申請書受領後、営業の実態を確認させていただく場合があります。 

法人番号（法人のみ）  

             

所 在 地 〒  

創 業 年 月 日     年    月    日 

業 種 （ 分 類 ） 
１．卸売業 ２．小売業 ３．建設業 ４．製造業 ５．サービス業 
６．不動産業 ７．宿泊業 ８．運輸業 ９．その他（     ）  

業 種 （ 詳 細 ）  

受 け た 影 響 1 .原材料費 2 .燃料費 3 .光熱水費 4 .その他（       ） 

売上総利益率又は 

営業利益率の比較  

創業が令和３年６月２
日以降の方は、令和３
年１１月～令和４年６
月中の連続する三か月
平均( B )対その最後の
月( A )  

令和４年１月～６月の売上総利益率又は営業利益率  

（令和４年  月分）           ％…Ａ(小数点以下第２位切捨て )  

Ａの令和３年又は令和２年同月の売上総利益率又は営業利益率  

（令和   年   月分）              ％…Ｂ(小数点以下第２位切捨て )  

減少率  ＝（Ｂ－Ａ）÷Ｂ         ％ (小数点以下切り捨て )  

連 絡 先  

部 署 名  担 当 者 名  

電 話 番 号  メ ー ル ア ド レ ス   

振込口座 
※法人は法人名義 

個人事業主は代表者名義  

金 融 機 関 コ ー ド   金融機関名  

支 店 コ ー ド  支 店 名  

口 座 種 別 普通・当座  口 座 番 号  

口 座 名 義 （ カ ナ ）  

添 付 書 類  

□直近１期分の法人税確定申告書別表１の写し（法人の場合に限る。） 

又は直近１年分の確定申告書第１表の写し（個人の場合に限る。） 

□市内に本社又は主たる事業所があることがわかる書類 

□売上総利益率又は営業利益率の減少が証明できる書類 

□法人名義（法人の場合に限る。）又は個人事業主名義の通帳のうち振込

口座が分かるページの写し 



 

様式第２号（第６条関係） 

 

第    号 

                          年 月 日 

 

 

       様 

 

朝霞市長       印   

 

朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付・不交付決定通知

書 

 

 朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱第６条第１

項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 １ 交付の可否      可  ・  否 

 

 ２ 交付決定額             円 

  （不交付の理由） 

 

偽りその他不正の行為により高騰対策支援金の交付を受けた場合は、朝霞

市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱第７条の規定によ

り、当該高騰対策支援金の返還を求めます。 

 

 


